


（順不同、敬称略） （順不同、敬称略）

（順不同、敬称略）



　「自立した生活を送りたい」「元気で年をかさねたい」という思いは、誰しもが持つ願いだと思います。

　「やまゆり運動教室」では、専門のスタッフがあなたの体力に合わせたプランを作成し、健康体操

やトレーニングマシンを利用して、筋力の維持・向上を図ります。

　いつまでも自分らしく健康で豊かな生活を送るためにも、ぜひ参加してみませんか。

1.　対象者：

２．　場　所：

３．　講　師：

４．　内　容：

５．　定　員：

６．　費　用：

問い合わせ先

やまゆり運動教室のご案内やまゆり運動教室のご案内やまゆり運動教室のご案内

の の 

〜共同募金配分金事業〜〜共同募金配分金事業〜

ｓ ＜ワイズ・ブラス・アンサンブル＞

★演奏 ｓ ＜ワイズ・ブラス・アンサンブル＞

★主催 社会福祉法人美浦村社会福祉協議会★主催 社会福祉法人美浦村社会福祉協議会

★お問い合わせ 美浦村社会福祉協議会事務局

★〒３００－０４２４ 美浦村受領１５４６－１（美浦村デイサービスセンター内）

★℡ ０２９－８８５－００３８★℡ ０２９ ８８５ ００３８



 

世帯人員 １  人 ２  人 ３  人 ４   人 ５  人 ６   人 

基準額(月) 114,000円 175,000円 238,000円 301,000円 368,000円 420,000円 

歳末たすけあい支援事業のご案内歳末たすけあい支援事業のご案内歳末たすけあい支援事業のご案内

○次の世帯は申請できません。
(1)生活保護世帯
(2)施設入所や長期入院（６ヶ月以上）などの理由で、対象となる方が在宅でない場合

○在宅であって、次の１と２の両方の条件に該当している世帯が対象です。
１.平成２１年１０月１日現在在宅であり美浦村内に１年以上居住していて下記に該当している世帯。

ア，満７０歳(昭和１５年４月１日以前に生まれたもの)以上のひとりぐらし高齢者世帯
   （同敷地内に親族が居住していないこと）
イ，介護度４以上の方のいる世帯
ウ，準要保護児童生徒世帯の認定を受けている世帯
エ，重度障がい者のいる世帯

  {①身体障がい者手帳1級(聴覚障がい者は２級）、②療育手帳○、③精神障がい者保健福祉手帳１級｝但し、内部障がい者は除く

２.世帯全員の村民税が非課税であって、世帯の収入が下表の収入基準額表に定める基準額以下であること。
　収入基準額表（７人以上の場合は１人増えるごとに、60,000円を加算する）

 

○ 平成２１年１２月１日（火）～１２月２２日（火） 
 

 

○歳末たすけあい支援受給申請書に下記の必要書類を添えて提出してください。
(1)「介護度４以上の方のいる世帯」は介護保険証のコピー（氏名・等級がわかる部分）
(2)「重度障がい者のいる世帯」の場合は、障がい者手帳のコピー（氏名・認定区分がわかる部分）
(3)非課税証明取得のための「委任状」
※申請書は、美浦村社会福祉協議会、老人福祉センター、役場福祉介護課、中央公民館にございます。
※非課税証明証は社会福祉協議会にて受任いたします。

(1)支援金券の金額は今年度募集する「歳末たすけあい募金」により決定します。（※毎年同じ金額の金券とは限りません）
(2) 申請にあたってわからないところや、身体が不自由などの理由で、ご自分で申請することが困難な場合、又は書類

が揃えられないなどの場合は、お近くの民生委員へご相談するか、社会福祉協議会へご連絡ください。

○美浦村社会福祉協議会（〒300-0424美浦村受領1546-1デイサービスセンター内）へご持参
  （平日の午前８時３０分～午後５時１５分）いただくか、郵送にて申請ください。

○配分決定後、１２月末日までに民生委員を通じて配布いたします。
※書類不足や受給条件に該当しない場合は配分されません。

Ａ


